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平成2９年５月18日発行

第51号

　いちご狩り

　平成29年度事業計画・収支予算 　義援金募集 　善意銀行・よていいろいろ

　学んでみようボランティア 　日常生活自立支援事業　いちご狩り

　平成29年度事業計画・収支予算 　義援金募集 　善意銀行・よていいろいろ

　日常生活自立支援事業　学んでみようボランティア

手をつなぐ育成会　レクリエーション
3 月 12日かすみがうら市手をつなぐ育成会で、

いちご狩りに行きました。

甘いいちごを頬張り、お腹いっぱいになりました。

この事業は、土浦地域労働者福祉協議会様からの

ご寄付をいただき、実施しております。
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　社会保障改革をはじめ、超少子高齢化型人口減少社会が急速な進展をする中、地域の生活環境に合わ
せた福祉事業の取り組みが重要になると考えております。また、経済情勢や雇用環境の厳しさにより生活
困窮や低所得の問題、ひきこもり等の社会的孤独の問題など、地域における生活課題は深刻化し、広がっ
ています。
　このような状況において、誰もが安心して暮らすことができる福祉の推進を使命とする社会福祉協議会
としては、こうした地域福祉の課題を受け止め、「ともに生き みんなと住み続けたい 思いやりのまちづくり」
を本協議会の基本理念として、その解決に向け、各種事業を展開し、取り組んでまいります。

基本目標１
人を育み支えあい
ふれあいのある　まちづくり
○地域のネットワークづくりの推進
○地域ケアシステム推進事業
○地区社協事業活動の強化
○生きがい対策事業の推進
○福祉体験活動の推進
○ボランティアセンターの推進
○災害ボランティアセンターの推進

基本目標２
生活圏に密着したサービス・
支援体制づくり
○業務体制の再構築及び効率化
○在宅福祉サービスの推進
○介護保険サービスの推進
○障害者総合支援
○総合相談機能の強化

基本目標３
社会福祉協議会発展強化の 
ための基盤づくり
○地域福祉活動の財源確保
○地区社協組織の充実
〇 社協職員の資質向上及び専門職

員の育成
○広報啓発活動の充実強化

 （単位：円）
項　　　目 予算額

①会費収入 4,910,000
②寄付金収入 723,000
③経常経費補助金収入 69,315,000
④受託金収入 57,696,000
⑤貸付事業収入 510,000
⑥事業収入 1,696,000
⑦負担金収入 213,000
⑧介護保険事業収入 17,925,000
⑨障害福祉サービス等事業収入 11,655,000
⑩受取利息配当金収入 4,000
⑪その他の収入 69,000
⑫積立資産取崩収入 153,000
⑬サービス区分間繰入金収入 4,840,000
⑭前期末支払資金残高 13,284,000

合　　　計 182,993,000

 （単位：円）
項　　　目 予算額

①法人運営事業 69,195,000
②共同募金配分金事業 8,734,000
③ボランティアセンター事業 966,000
④地区社協育成事業 2,891,000
⑤福祉啓発推進事業 2,880,000
⑥食の自立支援事業 229,000
⑦生活福祉資金貸付事業 346,000
⑧善意銀行事業 1,315,000
⑨小口貸付資金貸付事業 1,210,000
⑩日常生活自立支援事業 489,000
⑪地域ケアシステム推進事業 15,576,000
⑫地域活動支援センター事業 12,037,000
⑬子どもヘルパー派遣事業 141,000
⑭いばらきねんりんスポーツ事業 148,000
⑮生活困窮者自立支援事業 20,292,000
⑯ファミリーサポートセンター事業 1,800,000
⑰居宅介護支援事業 22,868,000
⑱やまゆり館指定管理事業 21,876,000

合　　　計 182,993,000

①2.68%
②0.395%

③37.878%

④31.529%

⑤0.279%
⑥0.927%
⑦0.116%

⑧9.795%

⑨
6.369%

⑩0.002%
⑪0.038%
⑫0.084%

⑬2.645%

⑭
7.259%

①37.813%

②4.773%
③0.528%
④1.580%
⑤1.574%
⑥0.125%
⑦0.189%⑧0.719%

⑨0.661%
⑩0.267%

⑪
8.512%

⑫6.578%
⑬0.077%
⑭0.081%

⑮11.089%

⑯0.984%

⑱11.955%

⑰12.497%

予算総額：182,993,000円
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○心配ごと相談所の開設
○地域ケアシステム推進事業の実施（市受託）
○被災した世帯へのお見舞い金の支給
○善意銀行の運営
○ひきこもり当事者・家族のためのサロン 
「フリースペースフラット」の開催と個別相談 
の実施　
○行旅病人等への一時援護（物資の支援）
○歳末たすけあい援護金の配布
○自立相談支援事業の実施（市受託）
○家計相談支援事業の実施（市受託）

安心・安全に生活していくために

○ボランティアに関する相談・紹介・登録
○ボランティア活動保険の受付
○ボランティア養成講座の開催
　・高齢者レクリエーション講座
　　　（全２回）
　・朗読講座
　　　（全１０回）
○ボランティア教材の貸出
○ボランティア団体、協力校への援助協力
○ボランティア連絡協議会への活動支援と協力

ボランティア活動の窓口として（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ）

○広報紙『社協だより』の発行
○ホームページの充実
○茨城県社会福祉大会への参加
○かすみがうらマラソン 

兼国際盲人マラソンかすみがうら大会への協力

たくさんの方に福祉活動を知っていただくために

○赤い羽根共同募金運動
○歳末たすけあい募金
○災害支援募金活動

共同募金会かすみがうら市共同募金委員会として

○おもちゃ図書館「ひよっこ」の運営
○子どもヘルパー派遣事業の実施 
（下稲吉小学校）
○福祉体験用具の整備 （インスタントシニア体験）
○福祉体験教室の実施
○小中学校での福祉体験学習の実施
○母子父子家庭への援助（入学祝い品の配布）
○子育て支援コンサート、七夕まつりの実施
○母子寡婦福祉会への活動支援と協力
○ファミリーサポートセンター事業（市受託） 

 新規

児童・青少年の健全育成と子育て支援ために

○日常生活自立支援事業（県社協受託）の実施
○「食」の自立支援事業（市受託）
○市敬老式典への支援と協力
○いばらきねんりん予選会の開催（市受託 )
○いばらきねんりんスポーツ大会への参加（市受託）
○福祉車両（車いすを乗せることのできる車）

の貸出事業
○福祉用具（車いす・介護用ベッド）の貸出事業
○在宅障がい児者歳末お楽しみ会の開催
○盲導犬等利用者への支援
○ゆうあいスポーツ大会参加への支援と協力
○地域活動支援センターの運営（市受託）
○介護保険事業：居宅介護支援事業所の運営
○老人クラブ連合会への活動支援と協力
○手をつなぐ育成会への活動支援と協力

高齢の方や障がいのある方のために

○赤十字会員啓発運動
○災害救護活動
○救急法講習の開催
○災害救援物資の配布

日本赤十字社かすみがうら市地区として

○生活福祉金貸付事業（県社協受託）
○小口貸付金貸付事業

各 種 貸 付 事 業

○エコキャップ推進事業
○入れ歯回収事業

福祉還元リサイクル促進事業

○社協会員の加入促進
○ネットワークいきいきサロン補助金の給付（初回）
○コミュニティづくりのための備品の貸出（無料）

見やすい大型カルタや室内用グラウンド
ゴルフセット、大型輪投げ、魚釣りゲーム
などを貸し出し可能。

サロンや地区のレクリエーションなどで
ご利用ください。 要予約

○地区社会福祉協議会（小学校区毎）への
活動支援と協力　
○地域福祉センターやまゆり館経営（指定管理）

地域の活動を活発にするために

平成 29 年度　事業計画
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ボランティアセンターってどんなところ！

　最近、災害のニュースでよく耳にする、ボランティアセンターをご存知ですか。
ボランティアセンターでは、ボランティア活動をしたい方、ボランティア活動
に関する情報の提供や相談をお受けしています。
　住民の皆さまのボランティア活動に関する取り組みを行っているのが、ボラ
ンティアセンターです。

主にセンターでは、次のような活動をしています！

～ボランティアセンターの活動～
〇ボランティア活動をしたい人の相談
〇ボランティア活動の場の提供
〇ボランティア活動に関する情報の提供
〇ボランティアの育成のための講座の開催
〇ボランティアのグループ作りや運営などの助言・協力
〇福祉教育に関する相談
〇福祉教育に関する資料や機材の貸付・提供等

ボランティアって何？
「ボランティア」の語源は、ラテン語の「VoIo」「Voluntas」等であると言わ
れています。意味は、「自由意志」や「自ら進んで」という意味があります。つ
まり、ボランティアは、「自らの自発的な意志に基づき、主体的に身の回りの人
たちや社会に貢献すること」であり、４つの原則があると言われています。

〇自主性・主体性　　～誰かに強制されて行う活動ではありません。
〇社会性　　　　　　～ 趣味活動などの個人で完結する活動ではなく、社会に

向けて発信する活動です。
〇無償性　　　　　　～経済的な対価を求める活動ではありません。
〇創造性・先駆性　　～ 誰もがやっているけれど社会にとって必要なことをやっ

ているという面を持っています。

このように、ボランティア活動は、社会や自分の身の回りに対する、ちょっと
した優しさから始まる活動と言えるでしょう。

学んでみよう　ボランティア
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ボランティア活動の心構え

秘密や約束は守りましょう
活動にあたって秘密を守ることは大切です。連絡もなく遅刻
したり、勝手に休んだり、また活動中に知った個人的な情報
を漏らしてはいけません。

対等な関係
「してあげる？」「してもらう？」ボランティアはやりたいからやる活動です。
どちらかに依存的だったり、上下関係が示されるような活動では長続きせず、
お互いの関係もよくなりません。

なんでもやってしまわない
相手のできることまで、サポートする必要はありません。できない部分をでき
るようにサポートすればよいのです。自分自身ができないことは断りましょう。

ムリをしないで、活動しよう
活動を継続するためにムリはしないことが大切。自分の体調や生活を壊してま
でする活動は、好ましくありません。自分のできるときにできる範囲で活動す
ることがボランティアです。

積極的にかつ謙虚に
自分から積極的に行動し自分のできることを探しましょう。小さなことでも役
立つことはあります。「してあげる」のではなく「一緒にやろう」という気持ち
で活動しましょう。

ボランティア活動保険の加入を忘れずに
ボランティアセンターでは、全国社会福祉協議会のボラ
ンティア活動保険を扱っております。万が一の時のため
に、ボランティア活動保険に加入しておきましょう。
活動前にぜひご加入ください。
※詳しくは、お問い合わせください。

かすみがうら市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
８：３０～１７：１５まで　※土日祝日を除く。

電話０２９－８９８－２５２７

学んでみよう　ボランティア
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義援金は社会福祉協議会で受付しております。

平成２８年熊本地震義援金
【日本赤十字社の義援金取扱い金融機関】
☆筑波銀行　県庁支店　　　　　普通　1141543
☆茨城県信用組合　県庁前支店　普通　7552761
☆常陽銀行　本店営業部　　　　普通　89731
いずれも日本赤十字社茨城県支部　支部長　橋本昌
※ 振込み依頼書備考欄に「平成２８年熊本県地震災害義援

金」と明記ください。

☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00130-4-265072」
口座加入者名「日赤平成２８年熊本地震災害義援金」

窓口でのお振込みは、手数料無料。ＡＴＭは有料となります。

【共同募金会の義援金取扱い金融機関】
☆筑波銀行　県庁支店　普通　1141536
☆常陽銀行　本店　普通 3751704
いずれも社会福祉法人茨城県共同募金会熊本地震義援金

☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00950-2-174321」
口座加入者名「熊本県共同募金会熊本地震義援金」

窓口でのお振込みは、手数料無料。ＡＴＭは有料となります。
平成 30 年３月 31 日まで

平成２８年新潟県糸魚川市大規模火災義援金
 （敬省略）

うおのがわ　５，０００円

🌸地域活動支援センターでは、毎年恒例お花見会を実施🌸
満開のさくらを見ながら、公園でアスレチックやレクリエーションを楽しみました！

地域活動支援センターについては、社会福祉協議会へお気軽にお問い合わせください

東日本大震災義援金
（日本赤十字社茨城県支部扱い）

☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00140-8-507」
口座加入者名「日本赤十字社　東日本大震災義援金」

窓口でのお振込みは、手数料無料。ATMは有料となります。
平成 30 年３月 31 日まで

平成２８年 
新潟県糸魚川市大規模火災義援金

【日本赤十字社の義援金取扱い金融機関】
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00130-7-602726」
口座加入者名「日赤平成２８年新潟県糸魚川市大規模火災義援金」

窓口でのお振込みは、手数料無料。ATMは有料となります。

【共同募金会の義援金取扱い金融機関】
☆常陽銀行　本店　普通 3771991
社会福祉法人茨城県共同募金会糸魚川大規模火災義援金

☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00140-4-587401」
口座加入者名「新潟県共同募金会糸井川市大規模火災義援金」

窓口でのお振込みは、手数料無料。ＡＴＭは有料となります。
平成 29 年６月 30 日まで

ご協力ありがとうございます。

募 集
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　軽度の認知症の高齢者や知的または精神的に障がいのある方で、判断能力が不十分、かつ親族等
の援助が得られない方に対して、下記のサービスを行い、専門員や生活支援員が日常生活を支援する
事業です。

★この事業では、このようなお手伝いができます★
① 福祉サービスを利用するためのお手伝い
　・福祉サービスの内容や利用手続きについてわかりやすく説明します。
　・福祉サービスを利用したりやめたりする手続きをお手伝いします。
　・福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続きについてお手伝いします。
② 福祉サービスを利用するためのお手伝いに合わせて次のお手伝いもできます。
　 計画的にお金を使えるようお手伝いします。
　・福祉サービスの利用料や公共料金の支払い代行
　・年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
　・支払いに必要な預貯金の払い戻しや預け入れの手続き
③ 大切な書類のお預かり
　・通帳・はんこ・権利証など

★誰でも利用できるの？★
　高齢や障がいにより判断能力が低下し、福祉サービスの利用手続きについて、ひとりで行うには不
安のある方、お金の管理がひとりでは難しい方が利用できます。
―この事業で支援できないことがあります―
例えば、施設入所や入院の際の身元引受人になること
　　　　保険を代理で請求すること
　　　　買物をしてくること　などは出来ません。

利用までの流れ

☆利用方法☆ 利用者の事情を伺いながら、訪問調査など経て、支援計画を作成し、
 契約を締結したのち、生活支援員をお宅に派遣して支援サービスを行います。

☆利 用 料☆ 
・福祉サービスを利用するためのお手伝い
・ふだん使うお金の出し入れや支払いについてのお手伝い
　（ともに１時間あたり1,100 円）

 
・書類預かりサービス（保管料 1ヵ月あたり５００円） ※単独利用はできません。

詳しくは、社会福祉協議会へお問い合わせください。☎ 029-898-2527
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皆さまからお寄せいただいた善意のこころをご紹介します。
お寄せいただいた善意は、ご寄贈の趣旨に沿ってかすみがうら市の地域福祉向
上のために活用させていただきます。（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受
けられます。）� 平成 28年 12月 27日～平成 29年 4月 19日　順不同・敬称略

●タキロン労働組合� 3,780 円
●土浦地域労働者福祉協議会� 100,000 円
●日本入れ歯リサイクル協会� 1,776 円
●土浦北ライオンズクラブ� 100,000 円�
　　会長　瀧　喜一
●匿名� 30,000 円

●渡邊佑介� 紙おむつ
●鈴木沙織� 紙おむつ
●いきいき７� 打ち直し布団（指定）

●村本弘章
●宮下英雄
●菅谷毅
●七会地区女性会

●小池一司
●東洋平成ポリマー㈱
●�ソーシャルワーカーズ
オフィス吉田

よてい・いろいろよてい・いろいろ

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

おもちゃ図書館 ひよっこ
おもちゃ図書館は、障がいの有無の枠を
越えて、ともに遊び交流し育ちあう場とし
て開催しています。

ひきこもりサロン

フリースペース フラット

ひきこもりがち
な方とその家
族のための集いの場です。毎週木曜日

9：30～11：30
やまゆり館

対象：未就学児
必ず保護者同伴でご利用ください。

あじさい館

フラッと、お立ち寄りください

24日（土）
22日（土）

時間　13：30～16：00
場所　あじさい館　講座室

子育ての悩み  発育の悩み、保育士さんに
聞いてみたいときは   子育て相談

やまゆり館

要予約 ！ 029-832-5601

13日（火）、27日（火）  
11日（火）、25日（火）

時間　9：30～11：00／14：00～16：00

６月
７月

専門家の意見が聞いてみたい時は

なんでもかんでも相談
心理 ・ 精神
法律 ・ 医療
保育 ・ 障がい
の専門相談員が応じます。 

やまゆり館女性の家 あじさい館

法律相談は要予約 ！ 029-898-2527

17日（土）
15日（土）

時間　13：30～16：30

６月
７月

６月
７月

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

予約不要　直接お越しください

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

法律は要予約、先着３名まで
家庭訪問相談も、お受けしています。※電話での相談は受けておりません

28日（水）
26日（水）

14日（水）
12日（水）

６月
７月

表紙の写真について

　土浦地域労働者福祉協議会様より、手をつ

なぐ育成会のレクリエーションのために指定

寄付をいただきました。

　この寄付によって、親子でいちご狩り交流

事業を実施することができました。ありがと

うございました。

土浦地域労働者福祉協議会�様

土浦北ライオンズクラブ�様


